


 福岡国税局では、複数の税務署の申告書等の入力や申告内容についての照会文書
の発送などの内部事務を、集約して効率的に処理する「内部事務のセンター化」を実施
しています。

 令和８年７月10日（金）から、内部事務のセンター化の対象税務署を福岡国税局
管内全ての税務署（31署）に拡大し、申告書等の入力処理等を福岡県春日市の
業務センターに集約して行います。

 納税者の皆様方におかれましては、税務署に申告書・申請書・添付書類等を郵送でご
提出する場合は、下記の住所へ送付いただくようご協力をお願いします。
※ 「内部事務のセンター化」は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありませんので、ご注
意ください。

福岡国税局からの重要なお知らせ

福岡国税局
R８.４

※裏面に「ご留意いただきたい事項」の続きを記載しております!

郵送による書類の送付先について

①e-Tax（データ）で提出する場合 ▷▷▷ 所轄税務署へ（従来どおり）
②窓口で提出する場合 ▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 所轄税務署へ（従来どおり）

「内部事務のセンター化」の対象税務署と送付先

③郵送で提出する場合 ▷▷▷▷ 福岡県春日市の業務センターへ送付

● 業務センターは、関係者以外立ち入り禁止となっていますので、申告書や申請書等を業務
センターに直接持ち込んで提出することはできません。また、時間外収受箱（郵便受）も設
置していませんので、郵送でご提出ください。

● これまで、他のセンター（福岡市内、北九州市内、⾧崎市内）へ送付していた方も、
令和8年7月10日以降は、福岡県春日市の業務センターへ送付してください。

ご留意いただきたい事項

令和８年７月10日（金）以降の書類の送付先

【対象税務署】
福岡県、佐賀県、⾧崎県全ての税務署（31署）

※ 返信用封筒による提出をお願いしている場合は、返信用封筒に記載された送付先へ送付願います。

福岡国税局 業務センター

〒816-8616
福岡県春日市春日公園６丁目１番地６



ご留意いただきたい事項（続き）

e-Taxとは、申告や届出、申請などの各種手続をインターネットを通じて
行うことができるものです。
※ｅ-Taxにより提出する場合、送信先は所轄税務署となりますのでご注意ください。

e-Taxによる提出が便利です!!

ご自宅で
パソコン・スマホ から!

全ての書類を
e-Tax送信で!

キャッシュレス納付
が便利です!

個人の申告は 法人税申告は 国税の納付は

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

※ 面接による相談は、所轄税務署へ電話等で事前に相談日時等をご予約いただいております。

● 税務行政のデジタル化における手続見直しの一環として、令和７年１月から、申告書等
の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
申告書等を提出の際は、正本（提出用）のみ提出（送付）していただきますようお願

いします。
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。

● 納税証明書の交付、面接による相談（※）などの窓口対応は、従来どおり所轄税務
署で行います。納税証明書を郵送で請求する場合は、封筒に「納税証明請求書在中」と
記載の上、引き続き所轄税務署へ送付をお願いします。

● 電話による税務相談や申告書等の用紙の送付は、業務センターでは行っておりません
ので、従来どおり電話相談センター又は所轄税務署までお問い合わせください。

● 申告書等をホチキスで止めたり、添付書類を重ねて糊付けしないようお願いします。

※ 訂正申告や書類不備、書面による別送書類の提出がある場合には、
３週間程度での還付処理の対象外となります

※

（提出が必要な書類はイメージ
データ（PDF）による提出を
お願いします）


